
平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
六
日
受
領

答

弁

第

三

二

九

号

内
閣
衆
質
一
七
七
第
三
二
九
号

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

�

人

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
山
本
拓
君
提
出
原
子
力
安
全
委
員
会
の
関
与
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
山
本
拓
君
提
出
原
子
力
安
全
委
員
会
の
関
与
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
七
月
十
一
日
付
文
書
」
に
お
け
る
「
現
行
法
令
」
と
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
及
び
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
並
び
に

こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
お
尋
ね
の
「
今
後
、
原
子
力
安
全
委
員
会
に
関
与
さ
せ
る
対
象
と
な

る
法
律
名
」
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
「
〈
解
決
方
法
〉
�
」
に
お
け
る
記
述
は
、
安
全
評
価

に
お
け
る
評
価
項
目
及
び
評
価
実
施
計
画
の
作
成
並
び
に
安
全
評
価
の
実
施
結
果
に
つ
い
て
、
専
門
的
な
見
地
か
ら
原
子
力

安
全
委
員
会
が
そ
の
妥
当
性
を
確
認
す
る
と
い
う
趣
旨
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
原
子
力
安
全
・
保
安
院
は
そ
の
確
認
の
結

果
を
受
け
て
所
要
の
対
応
を
と
る
こ
と
と
な
る
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
七
月
六
日
の
文
書
」
に
お
け
る
「
シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
に
至
る
ま
で
の
シ
ナ
リ
オ
」
に
つ
い
て
は
、
原
子

力
施
設
自
体
に
対
す
る
テ
ロ
攻
撃
を
想
定
し
た
も
の
で
は
な
い
。

四
に
つ
い
て

一



御
指
摘
の
「
四
専
門
委
員
の
発
言
」
は
、
「
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
事
故
を
踏
ま
え
た

安
全
審
査
指
針
類
の
検
討
に
つ
い
て
」
の
審
議
の
過
程
で
な
さ
れ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
が
、
専
門
部
会
に
お
け
る
個
々

の
発
言
に
つ
い
て
政
府
と
し
て
見
解
を
述
べ
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

二


